
国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与規程の一部改正 

現行 改正 改正理由 

 

別表 

 

別表 
 

職務区分 適用俸給表 

事務に関する職務を補佐

する職務 

一般職(一)俸給表 

技術に関する職務(看護

に関する職務を除く。)

を補佐する職務 

技術に関する職務(看護

に関する職務に限る。)

を補佐する職務 

医療職俸給表 

技能、労務に関する職務

を補佐する職務 

一般職(二)俸給表 

教育・研究に関する職務

又はそれを補佐する職務 

教育職俸給表 

学校医の職務 一般職の職員の給与に関する法律(昭

和2年4月3日法律第95号)別表8イ

に定める医療職(一)俸給表 
 

職務区分 適用俸給表 

事務に関する職務を補佐

する職務 

一般職(一)俸給表 

（削る） 

看護に関する職務を補佐

する職務 

医療職俸給表 

技能、労務に関する職務

を補佐する職務 

一般職(二)俸給表 

教育・研究に関する職務

又はそれを補佐する職務 

教育職俸給表 

学校医の職務 一般職の職員の給与に関する法律(昭

和2年4月3日法律第 95号)別表 8イ

に定める医療職(一)俸給表 
 

 
 
 
 
非常勤職員就業規

則の改正（技術補

佐員の削除）に伴

う修正漏れの是正 

   
附 則（令和4年4月1日経規程第23号） 

この規程は、令和4年4月1日から施行する。 


